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国は新型コロナウイルス感染症の対策と経済・社会機能の確保・両⽴を図る
ため、３⽉13⽇からマスク着⽤の考え⽅が⾒直され、新型コロナウイルス感染
症の感染症法上の位置づけを特段の事情の変更がなければ、5⽉8⽇から季節性
インフルエンザと同等の「５類感染症」に位置づけることになりました。 

これに伴い、医療提供体制や医療費負担も変更になります。外来受診や⼊院
に応ずる医療機関数は増えますが、無料としてきた検査料などは患者負担、外
来での負担は季節性インフルエンザ並みとなります。⾼額な治療薬は９⽉末ま
で公費負担を継続し無料となります。 

特措法に基づき実施している住⺠及び事業者等への感染対策に関する協⼒要
請等の各種措置は終了し、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処⽅
針」は廃⽌されます。 

引き続き、基本的な感染対策を！ 
オミクロン株が弱毒化したので「５類感染症」に移⾏したわけではないと思

います。患者数に⽐べて重症者数が少ないため、軽症化したように⾒えるとい
う意⾒もあります。マスク着⽤の⾒直し後においても、無症状者が感染を拡⼤
させる恐れがあるため、基本的な感染対策は必要です。 

【基本的な感染対策】 

 

国からはマスクの着⽤が効果的な場⾯として、通勤ラッシュの電⾞・バス乗
⾞時や、重症化リスクの⾼い⽅への配慮が必要な病院受診、⾼齢者施設訪問時
などが⽰されています。また、マスクの着⽤は、個⼈の主体的な選択を尊重
し、着⽤は個⼈の判断に委ねることになりました。本⼈の意思に反してマスク
の着脱を強いることがないよう配慮しなければなりません。 

市内の感染者は低い⽔準で推移していますが、これから⼈の移動が多い時期
になります。油断することなく、習慣となっている⼿洗いなどの基本的な感染
対策を継続しましょう。  
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⺠⽣委員児童委員からの情報提供です。 

⼀⼈暮らしの⽅には、家族はもちろん地域でも様⼦の変化などに気をつけ、
⼼配な時はお声掛けしましょう。これも⾝近な私たちだからできる「穏やかな
⾒守り」の⼀つだと思います。この活動には⽀援者が⽋かせません、近所に気
になる⼈、⼼配な⼈がいるという⽅は活動への参加を検討してみてはいかがで
しょう。 
お問い合わせ、活動への参加、ご意⾒を町内会福祉部：稲垣（070-8359-

3557）までお寄せ下さい。（常時、留守番設定です。） 

漏⽔調査をかたる不審な電話や訪問に注意 

⽔道業者を装って「漏⽔している」と、電話や訪問があり、調査を依頼すると
⾼額な費⽤を請求される事案が発⽣しています。また、「⽔道管の掃除に来まし
た」と、会社名⼊りの名札を⾒せて訪問してくるケースもあります、⼾建て、⼀
⼈暮らしの⽅は、特に注意して下さい。 

【事例１】 
⽔道業者を名乗る電話が⾃宅にあり、「漏⽔しており、⽔道料⾦が⾼くなっ

ている。5,000円で調査・修理する。」などと説明され、依頼したところ、⾼額
な料⾦（40,000円）を請求された。 

【事例２】 
⽔道局職員を名乗る電話があり、「漏⽔しているので、○○設備から連絡さ

せる。」との電話があり、その後連絡してきた○○設備に調査・修理を依頼し
たところ、⾼額な料⾦を請求された。 

不審な電話や訪問があった場合は、南区を担当する料⾦課（011−211−7200）
に、夜間・休⽇は⽔道局電話受付センター（011−211−7770）にお問い合わせ下
さい。「広報さっぽろ2⽉号暮らし」のページに掲載しています。 

・⾒知らぬ業者から、漏⽔の連絡が来ることはありません。 
・⽔道局職員または検針受託者が調査する場合、調査費⽤を請求することはあ

りません。 
・⽔道局では、⼟⽇や平⽇の夜間（午後５時１５分以降）に、漏⽔調査で訪問

することはありません 
・⽔道局では、各家庭の配管の洗浄を⾏うことはありません。 


